
警 察 署 協 議 会 会 議 録

名 称 大 阪 府 平 野 警 察 署 協 議 会

開催日時 令和 ５年 ７月 ４日（火） 午前１０時００分から

午前１１時００分までの間

開催場所 大阪府平野警察署 講堂

出 委 員

田中会長 村瀬副会長 矢野委員 井上委員 森委員 藤原委員

大野委員 田中(義)委員 秦委員 白神委員 大園委員

席

署長 総務課長 留置管理課長 会計課長 生活安全課長 地域課長

者 警 察

刑事課長 交通課長 警備課長 刑事課長代理 広聴相談係長

１ 会長あいさつ

議 事 概 要

前会長の後任として当会の会長を仰せつかりました。

この警察署協議会とは、警察署長が警察署の業務運営に民意を反映さ

せるために、住民の意見や要望等を聴く諮問機関であるとともに、警察

署の業務を説明し、地域住民等に理解と協力を得るためのものです。

すなわち私たちは、住民の意見と要望を聴いて警察側に届け、警察側

の考え等を広く住民に届けるといった、警察と住民とのパイプ役を担っ 

ております。

この会議が活発であることが、より良い警察を作ることにつながりま

すし、さらには、より良い平野区を作ることにつながります。

皆様の協力を得まして、この会議を通じて、平野区を安心して暮らせ

る、そして安全な町にしていきたいと考えています。

簡単ではございますが、私のあいさつといたします。

皆様本日はよろしくお願いいたします。

２ 署長あいさつ

本日は公私とも御多忙なところ、お集まりいただきましてありがとう

ございます。

コロナ禍が落ち着き、世の中の動きが活発になってきておりますが、

人、モノ、お金の動きが活発になってきたことに伴い、残念ながら交通

事故が多数発生しておりますし、また区役所の職員や警察官を騙る、特

殊詐欺を目論む電話が、頻繁に高齢者宅にかかってきています。

当署としましては、署員が一丸となることはもとより、管内の関係団

体や関係機関との連携をより一層強め、市民が安心して暮らせる安全で
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安心なまち平野の実現を目指して参りたいと考えております。

平野区にお住いの皆様の要望をよく把握し、その要望に沿った運営を

してまいりたいと考えておりますので、本日は忌憚のない御意見をいた

だきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

３ 業務報告等（課長等説明）

(1) 刑事課

・ 大阪府下及び平野警察署管内における特殊詐欺被害の発生状況等

について

(2) 交通課

・ 大阪府下及び平野警察署管内における交通事故発生状況について

・ 交通事故の未然防止を目的とした交通取締りについて

議 事 概 要 ４ 議事

(1) 「平野警察署の防犯に対する取組み」について

【委員】

平野警察署としての防犯に対する取組みと、その結果について教え

て欲しい。

【警察】

当署では、各課が各々の立ち位置で防犯活動を実施しています。

例えば、生活安全課では、学校や企業に対する防犯教室を、交通課

では、交通取締り等による、道路交通法違反の未然防止を、また地域

課では巡回連絡等による防犯指導を行う等、平野署全体として、防犯

活動に取り組んでいます。

その結果、令和４年中の平野警察署管内における、主な犯罪や交通

事故等の発生率を大阪府下の発生率と比較しますと、全体的に見て、

平野署の発生率は、大阪府下平均の半分以下となっています。

(2) 「通行違反車両に対する対策と道路に設置された反射板、ガードレ

ール等の保全管理」について

【委員】

中学校西側を南へ向かう一方通行を逆走する車をよく見かけるので

対策を講じて欲しい。

また道路に設置された反射板の一部がはがれていたが、反射板やガ

ードレールの保全管理が適切になされているのか教えて欲しい。

【警察】

御指摘のあった道路については、同様の相談等が他からも寄せられ

ているため、適宜現場へ赴き、取締りや監視活動を行っています。

また反射板やガードレールは、道路管理者の大阪府や大阪市が管理

しています。

道路管理者とは、常に連携を取っていますので、警察からも、委員

の御意見を伝えておきます。

(3) 「横断歩道の設置」について

2



3

【委員】

児童が道路を横断する場所付近に、保育所へ子供を送迎するための

車が多数停まっていることがあり、危険なので、別の場所にも横断歩

道を設置して欲しい。

【警察】

後日改めて、具体的な場所等の確認をさせていただきます。

(4) 「自転車用のヘルメット」について

【委員】

自転車に乗る際のヘルメットの着用は、努力義務だと聞いているが、

紐がついていないヘルメットを使用しても構わないのか。

【警察】

現在ヘルメットの着用については努力義務です。

議 事 概 要 必ずしも紐付きでなければならないという訳ではありませんが、す

ぐに脱げてしまうようなものでは、あまり意味がないと考えますので、

警察としては、紐の付いたヘルメットの着用をお勧めします。

(5) 「杭全祭りにおける半グレ集団の介在とその対策」について

【委員】

間もなく杭全祭りが始まる。

地域の話ではいわゆる半グレが祭りを仕切っていると聞いている

が、警察はこのことを把握しているのか。

【警察】

半グレが祭りを仕切っているということは把握しておりません。

【委員】

杭全祭りに関して、地域と警察との関係はどうか。

【警察】

祭りの会議には、警察も参加していますし、また実務担当者とも話

し合いをしており、祭りの関係者には、警察から、適宜申し入れ等を

させてもらっています。

【委員】

杭全祭りは、平野警察署でも一番大きな行事だと思うので、もっと

警察は関心を持って欲しい。

【警察】

半グレに関する情報があれば、是非教えていただきたいと思います。


